
船橋市小児救急医療研究委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 船橋市における小児救急医療体制の整備、充実を図るため、船橋市小

児救急医療研究委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、船橋市の小児救急医療体制の再構築を図るため、医師会、

関係医療機関、行政が連携し、船橋市の一次救急及び二次救急のあり方を含

め、安定した小児救急医療を提供できる体制について調査研究を行う。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、１３人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 （１）船橋市医師会の代表           ４人以内 

 （２）小児二次救急医療機関の代表       ４人以内 

 （３）船橋市保健・医療・福祉問題懇談会の代表 １人以内 

 （４）市職員                 ４人以内 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員については残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき、又は半数以上の委員の

要請により、委員長が召集する。 

２ 委員長が議長となり議事を整理する。 

３ 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、意見又

は説明を聴くことができる。 

 

（作業部会の設置） 

第７条 委員会は、小児救急医療の調査研究、素案の作成等を行うため、作業



部会を設置することができる。 

２ 作業部会の部会員は、１２人以内とし、委員会の推薦により、市長が委嘱

する。 

３ 部会員の任期は、２年以内とする。ただし、部会員が欠けた場合における

補欠委員については残任期間とする。 

４ 作業部会の会議については、第５条、第６条の規定を準用する。 

 

（事務局） 

第８条 委員会及び作業部会の事務局は、健康部健康政策課において行う。 

 

（その他） 

第９条 委員及び部会員の職務上生じた災害については、議会の議員その他非

常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年船橋市条例第３３号）

の規定を準用する。 

 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１８年２月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


